
病院を建築するときには

基本構想

基本設計

経営見通しの分析

実施設計

着工



医療法に則り県医療審議会が規制

尾三医療圏の地域医療計画では

地域医療構想上の機能分類も

広島県健康福祉局とはどのように

調整しているのでしょうか

必要病床数（R7） 2,864

既存病床数 3,428

過剰病床数 564

高度急性期 急性期回復期慢性期

必要病床数 242 905 991 726

既存病床数 ３５３ 1200 848 790

病床過不足 １１１ ２９５ １４３ 66



地域医療計画『5疾病6事業』

経営改革プランには
『地域における中核病院

として高度急性期、急性期

及び回復期の病床機能を
担うことが求められる』

とあるが

広島県地域医療計画では
がん、心疾患、救急、

周産期母子、小児救急の

拠点病院はいずれも
JA尾道総合病院

市民病院が位置付けられているのは
感染症診療協力病院



働き方改革関連法2018.6
労働基準法の時間外規制等

70年ぶりに改正

◆時間外上限規制の罰則付き導入
◆5日間の年次有給休暇取得義務付け
◆勤務間インターバル制度導入促進 等

医師の働き方と医療機能維持のため
改正法施行５年後(2024年4月）から
時間外労働の上限規制を適用



医師の確保が医療機能の基本

病床数 常勤医師数

市民病院 282 36

JA尾道総合病院 ３９３ １１１

三原赤十字病院※ 232

福山市民病院 506 176



医療勤務環境マネジメント

雇用の質
の向上

医療の質
の向上

選ばれる
病院に

経営安定
環境投資

医師の確保には具体策が必要

たとえば、院内保育や院内病児保育施設の

設置、育児に配慮した弾力的な勤務時間体

制、オンコールの際のICTの活用、当直体

制における遠隔支援など、実施している病

院はいくつもあります。
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